
　1 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを提供

する事業者について

　　医療法人みずほ会

　　理事長　高橋　啓文

　　高知県須崎市多ノ郷甲５７４８－１

    電話番号  0889-43-1001　　　　　 FAX番号　0889-43-1007

       

　2 利用者へのサービス提供を担当する事業所について

（1）事業所の名称等

グループホームすさき

高知県須崎市多ノ郷甲5741

電話番号 0889-43-1181 FAX番号　 0889-43-1165

（2）事業の目的および運営方針

（3）職員体制

人　員　数

１名以上
（常勤兼務）

1名以上
（常勤兼務）

　介護及び日常生活全般にかかる支援を行う。
１２名以上

(常勤・非常勤)

　※　研修の機会を設け、従業者の質の向上を図ります。

　※　勤務時間帯　　　早出（7：00～16：00） 遅出（10：00～19：00）

「グループホームすさき」重要事項説明書

グループホームすさき（以下「当ホーム」という）が提供するサービス内容に関し、利用の前に知っていただきたい

内容の説明を致します。わからないこと、わかりにくいことがあれば質問して下さい。

事 業 者

代表者　氏 名

所在地（連絡先）

名　　　称

運 営 方 針

　認知症高齢者が、共同生活住居において自立した日常生活を営むことが出来るよう、家庭的
な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上のお世話、機能訓練等を行いま
す。関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの
提供に努めます。

業　　種 職 務 内 容

管 理 者

計画作成担当者
　認知症対応型共同生活介護計画、介護予防認知症対応型
　共同生活介護計画の作成。

所在地（連絡先）

定　　　員 　１８名（１ユニット９名×２ユニット）

事業者番号 ３９９０６０００４５

目　　　的
　要支援者（要支援２）や要介護者で認知症のある方に対し、適切な指定認知症対応型共同生
活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。

　従業者および業務の管理。

介 護 職 員



　日勤（8：30～17：30） 夜勤（16：00～翌日9：00）

　3 サービスの内容

① 認知症対応型共同生活介護計画（ケアプラン）の立案

② 入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話、機能訓練

③ 相談援助サービス

　4 利用料金

（1）介護保険対象利用料金

・認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）　介護予防認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）

・加算について（■印がついた項目が当ホームにおける加算となります。）

要介護状況区分 日額自己負担分（月額） 2割負担 3割負担

要支援２ 749単位（22,470円/30日） 1498単位（44,940円/30日） 2247単位（67,410円/30日） 

要 介 護 3 812単位（24,360円/30日） 1624単位（48,720円/30日） 2436単位（73,080円/30日）

要 介 護 4 828単位（24,840円/30日） 1656単位（49,680円/30日） 2484単位（74,520円/30日）

要 介 護 1 753単位（22,590円/30日） 1506単位（45,180円/30日） 2259単位（67,770円/30日）

要 介 護 2 788単位（23,640円/30日） 1576単位（47,280円/30日） 2364単位（70,920円/30日）

夜間支援体制加算(Ⅱ) 　25単位　／１日 750円／30日

看取り介護加算（要支援を除く） 　72単位　／１日 死亡日以前31日以上45日以下

要 介 護 5 845単位（25,350円/30円） 1690単位（50,700円/30日） 2535単位（76,050円/30日）

加算名称 金　　額 備　　考

看取り介護加算（要支援を除く） 1280単位／１日 死亡日

初期加算 　30単位　／１日
入居日から30以内の期間

医療機関に1カ月以上入院した場合、退院して再入居した場合。

看取り介護加算（要支援を除く） 　144単位　／１日 死亡日以前4日以上30日以下

看取り介護加算（要支援を除く） 　680単位　／１日 死亡日の前日及び前々日

医療連携体制加算（Ⅰ）ハ（要支援を除く） 　37単位　／１日 1,110円／30日

医療連携体制加算（Ⅱ）（要支援を除く） 　5単位　／１日 150円／30日

医療連携体制加算（Ⅰ）イ（要支援を除く） 　57単位　／１日 1,710円／30日

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ（要支援を除く） 　47単位　／１日 1,410円／30日

入院時費用 246単位／６日
入院後3か月以内に退院が見込まれる入居者について退院後の再入

居の場合※1月に6日を限度として

退居時情報提供加算　 250単位/1回 医療機関へ退居した場合のみ

協力医療機関連携加算 100単位／月 100円／30日

協力医療機関連携加算 40単位/月 40円/30日

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 　　３単位　／１日 　90円／30日

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 　　４単位　／１日 120円／30日

退居時相談援助加算 400単位　／１回 利用期間１ヶ月以上の利用者の退居時１回を限度として

若年性認知症利用者受入加算 120単位　／１日 40歳以上65歳未満

高齢者施設感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位／月

高齢者施設感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位／月

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 　　150単位　／月 認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 　　120単位　／月 認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可

新興感染症等施設療養費 240単位／日



要支援2
74単位を

減算

要介護1
75単位を

減算

要介護2
78単位を

減算

要介護3
81単位を

減算

要介護4
82単位を

減算

要介護5
84単位を

減算

（2）介護保険対象外の利用料金

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位／１月 200円／30日

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位／１回 20円／6月に1回

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位／１月 100円／30日

科学的介護推進体制加算 　　40単位　／１月 40円／30日

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 　　100単位　／１月 100円／30日

口腔衛生管理体制加算 30単位／月 30円／30日

栄養管理体制加算 30単位／月 30円／30日

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 　　18単位　／１日 540円／30日

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 　　6単位　／１日 180円／30日

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 　　10単位　／１月 10円／30日

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 　　22単位　／１日 660円／30日

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 算定単位数の15.5％

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 算定単位数の12.5％

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 算定単位数の18.6％

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ) 算定単位数の17.8％

業務継続計画未実施減算
所定単位数の3.0％

を減算

以下の基準に適合していない場合

・感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的

に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務

継続計画）を策定すること

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1.0％

を減算

虐待の発生またはその再発を防止をするための以下の措置が講じられていない

場合

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話等の活用可能）を定

期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止の為の指針を整備する事。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する事。

・上記外を適切に実施するための担当者を置くこと

　身体拘束廃止未実施減算

身体拘束等の適正化を図るた、運営基準に定めた以下に違反した場合に減算に

なります。

身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記載する事。

身体的拘束等の適正化のための指針を整備するること

介護職員その他の従業員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施する事　　　※運営推進会議を活用する事ができる。

※看取り加算について、死亡月に死亡前月からの当該加算に係る一部負担金の請求を行う事があります。又、上記記載

一部負担(所得に応じ介護保険法により二割負担、3割負担の場合もあります)

・減算について

加算/減算名
認知症対応型共同生活介

護費（Ⅱ）の場合
算定要件等



※

※

※

※ 利用料金変更の際には事前に利用者またはご家族に説明させていただきます。

（3）支払い方法

②郵便局での振り込み

口座種類

通常貯金

　5 秘密の保持

　6 記録の整備

　7 緊急時等における対応方法

家　賃
29,000円   【月　額】 / 　18室 970円

水道・光熱費 18,000   【月　額】 600円

内　　　容 料　　　金 日　　　額

食　材　費 朝300円/昼400円/夜500円（おやつ代・調味料代・非常食代含む） 1,200円

支払方法は、①下記の口座への自動引き落とし、②郵便局での振り込み、③現金払いのいずれかの方法でお願いい
たします。①の自動引き落としを選ばれた場合は、手続きの都合上、初回のみ現金でのお支払いをお願いすること
があります。

請求書は、利用月の翌月１５日までに発行しますので、その月の末日までにお支払いください。自動引き落としに
つきましては、末日の引き落としになります。お支払いいただいた確認を取り次第、領収証を発行いたします。

①自動引き落としができる金融機関は以下の通りです。

　ゆうちょ銀行、JA

振込み先 口座番号 口座名義

月の途中で入退居した場合には、入退居日を含めた利用日数分での計算となります。また、外泊した場合には水道、光熱費は利用日

数分での計算になります。

食材費は喫食をしなかった分を月額食材費より差し引いて請求させていただきます。ただし、欠食が長期にわたる場合は喫食実績に

て請求させていただきます。

その他の費用が必要になった時は、その旨利用者またはご家族に説明し、同意を得たものに限り請求させていただきます。

ゆうちょ銀行 16410-11832431 医療法人みずほ会

ホームおよびその従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を、正当な理由
なく第三者に漏らしません。
この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

サービスの提供に関する記録の整備をするとともに、これを利用終了後5年間保管します。
利用者が前項の記録の閲覧・謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。ただし、代理人に対しては、利
用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

従業者は、サービス提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治
医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への
連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じる。
事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供によ
り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。賠償すべき事故の場合には損害賠償
を速やかに行います。



8　非常災害・防火対策

　9 協力医療機関等医療との連携

　

　・ 協力医療機関

　・ 協力歯科医療機関

　・看護師による健康管理

　　入居者の日常的な健康管理及び緊急時の対応、主治医との連絡業務に当たります。

・看護師による24時間連絡体制

　　看護師に24時間365日連絡が取れるよう体制を整え、入居者の病状の変化に備えます。

　10協力医療機関等看取り介護について

　11　相談窓口・苦情対応

事業者は、非常災害、その他の緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密にし、
取るべき外についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年2回利用者及び従業者の訓練を行いま
す。
事業者は、大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生し ても事業を継続できるよう計
画（ＢＣＰ）を策定し、研修の実施、訓練を定期的に 行います。

当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするよ
うにしています。

　　【名称】医療法人みずほ会　須崎医療クリニック　【住所】高知県須崎市多ノ郷甲5748番地1号

　　【名称】土佐市民病院　　    　　　　　　　　　【住所】高知県土佐市高岡町1867

　　【名称】医療法人須崎会　　高陵病院　　　　　　【住所】高知県須崎市横町1番28号

従業者は、サービス提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治
医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への
連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じる。
事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供によ
り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。賠償すべき事故の場合には損害賠償
を速やかに行います。

　　【名称】医療法人南江会　　一陽病院　　　　　　【住所】高知県須崎市赤崎町9番地3号

　　【名称】まるとみ歯科　　　　　　　　　　　　　【住所】高知県須崎市西町2丁目180番地1号

　　【名称】医療法人みずほ会　須崎医療クリニック　【住所】高知県須崎市多ノ郷甲5748番地1号

　　【名称】訪問看護ステーション心愛　　　　　　　【住所】高知県高知市神田638-22　神田Kコーポ2

事業所は老人基本法理念、介護保険法思念、法人理念に基づき入居者一人一人の人権を遵守するため、「人生の最
終段階における医療・ケアの決定プロセスに関わるガイドライン」（H30年3月厚生労働省）に沿った、「看取り介
護指針」を整備し看取り介護を提供します
看取り介護は、医学的な見解から医師が回復の見込みがないと判断し、かつ医療機関 での対応の必要性が低いと
判断した場合に実施されます。本人の意思を尊重した医療・ ケアの方針決定に対する支援に努めます。実施につ
いては、医師より状況を説明し、看護師・介護職員・介護支援専門員と連携し看取り介護に関する計画を作成し、
ご利用者 （入所者）の保証人等に同意を得て実施します。



（1）サービス提供に関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。

０８８９－４３－１１８１

０８８９－４３－１１６５

管理者　大久保 建哉

午前8時30分～午後5時30分

（2）公的機関においても、次の機関に対しての苦情の申し立てが出来ます。

高知県須崎市山手町1番7号

０８８９―４２―１２０５

０８８９―４２―１２４５

午前8時30分～午後5時15分

高知市丸の内2丁目6番5号

０８８－８２０－８４１０・８４１１

０８８－８２０－８４１３

０８８９－４３－１１８１

０８８９－４３－１１６５

管理者　大久保 建哉

午前8時30分～午後5時30分

　12　高齢者虐待防止

　13 身体拘束の禁止

　14　ハラスメント防止対策

グループホームすさき

相談窓口

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

担 当 者

受 付 時 間

須崎市役所長寿介護課

介護保険係苦情担当者

所 在 地

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

受 付 時 間

高知県国民健康

保険団体連合会

（国保連）

介護保険課苦情相談係

所 在 地

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

受 付 時 間

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。
１　　虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底
を図る
２　　虐待防止のための指針の整備
３　　虐待を防止するための定期的な研修の実施
４　　虐待防止の措置を適切に実施するための担当者の設置
５　　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）に
よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。

事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束
その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際
の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
２　事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
（１）　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につ
いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
（２）　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
（３）　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

職場におけるハラスメントの防止
事業所は、適切なサービスを確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした
言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職場環境が害される事を防止するための方針
の明確化等の必要な外を講じる。
サービスご利用に際してのお願い
　①お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。
　②職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の同意を受けてください。
　③ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、利用契約を解除する
こともあります。
　④施設内の喫煙はご遠慮ください。

２　サービス利用にあたっての禁止事項について。
　①事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
　②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
　③施設内で職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。

午前9時～正午 午後1時～4時まで

※土日祝、年末年始（12月29日～1月3日）を除く

グループホームすさき

相談窓口

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

担 当 者

受 付 時 間



　15　感染症及び感染症発生時の対応

　16　地域との連携について

　17　業務継続計画の策定等

  18 サービスの第三者評価の実施状況について

職場におけるハラスメントの防止
事業所は、適切なサービスを確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした
言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の職場環境が害される事を防止するための方針
の明確化等の必要な外を講じる。
サービスご利用に際してのお願い
　①お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。
　②職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の同意を受けてください。
　③ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、利用契約を解除する
こともあります。
　④施設内の喫煙はご遠慮ください。

２　サービス利用にあたっての禁止事項について。
　①事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
　②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。
　③施設内で職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。

事業所は、当該事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように次の各号に掲げる措置を講じる。
１ 　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周
知徹底を図る。
２　事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
３　事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

１　事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流
に努める。
２　事業所は、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、
利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応
型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会
（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し提供
している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進
会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
３　事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する。

１　事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護
予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
２　事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す
る。
３　事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

サービスの第三者評価の実施状況について
当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
実施の有無　→　　　有　　別紙記載



　19　反社会的勢力の排除

　20　損害賠償

※この重要事項説明書は令和7年3月１日より適用する。

 根拠規定　高知県暴力団排除条例　（平成２３年４月１日施行）
 第２８条 　事業所はサービスの提供にあたり、サービス利用する者または身元引受人（ま
たは代理 人）が次の各号に該当しないことを確認し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを確認 する。該当していると判明した場合は催告無しに直ちに契約解除する。
２ 　現在、暴力団・暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力
団準 構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集
団等、そ の他これに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）。
３ 　暴力団員等が経営を支配している或いは実質的に経営に関与していると認められる
関係 を有すること。
４　 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
を 以ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
５ 　暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認 められる関係を有すること。
６ 　暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

入居者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行います。た
だし、事業所及び従業者の責に帰すべかる事由による場合にはこの限りではない。



【説明確認欄】

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　グループホームすさき　契約の締結にあたり、重要事項を説明しました。

事業所所在地

事業者

代表者

事業所名 グループホームすさき

説明者 印

　　　グループホームすさき　契約の締結にあたり、重要事項の説明を受けました。

(利用者） 　住　　所

　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（身元引受人） 　住　　所

　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

医療法人みずほ会

理事長　高橋　啓文

管理者　大久保　建哉

須崎市多ノ郷甲5741


